
白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井  
老人憩いの家の指定管理者の指定について  

 
 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例第１４条第１項、白井市児
童館の設置及び管理に関する条例第１４条第１項及び白井市老人憩いの家
の設置及び管理に関する条例第１４条第１項の規定に基づき、下記のとお
り白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの
家の指定管理者を指定しました。  
 
１．公の施設の名称等  

施設名：白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井
老人憩いの家（一括）  

 所在地：白井市清水口一丁目２番１号  
 

２．指定管理者となる団体  
  団体名：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ  
      代表理事 藤田 徹  
  所在地：東京都豊島区池袋三丁目１番２号 光文社ビル６Ｆ  
 
３．指定の期間  
  平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで  
 
４．選定理由  

 指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の運営実績によ
り選定  

 
５．選定の経緯  
 ●公募・非公募の別 公募  
 ●募集要項の配布 平成２４年７月 ２日～８月３日  
 ●現地施設説明会 平成２４年７月２４日  
 ●応募受付期間  平成２４年８月 ２日～８月１７日  
 ●選定審査会  
  （第１回）平成２４年 ６月１９日 ・審査手順の確認  

・対象施設の現地視察  
  （第２回）平成２４年 ７月２７日 ・審査手順の決定  
  （第３回）平成２４年 ９月２８日 ・審査票の決定  

・第１次審査（書類）  
・第１次審査通過団体の決定  

  （第４回）平成２４年１０月１９日 ・第２次審査（面接 ) 
・総合審査（候補者の選定）  

 
●答申 平成２４年１１月２日  

 ●指定議案提出  平成２４年１１月２２日  
（平成２４年第４回白井市議会定例会）  

 ●指定議案の議決 平成２４年１２月１８日  
 ●指定告示    平成２５年１月８日  
 
６．応募団体数 ２団体  
 
７．指定管理者選定審査会の選定審査票 別添答申書のとおり  



白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定  
について  
 

 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例第１４条第１項及び白井市
児童館の設置及び管理に関する条例第１４条第１項の規定に基づき、下記
のとおり白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者を指定しま
した。  
 
１．公の施設の名称等  

施設名：白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館（一括）  
 所在地：白井市桜台二丁目１４番  
 

２．指定管理者となる団体  
  団体名：合同会社 しろい光夢辿  
      代表社員 築城 みゆき  
  所在地：白井市復１５８６番地の２  
 
３．指定の期間  
  平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで  
 
４．選定理由  

 指定管理者選定審査会の答申を妥当と判断したため  
 
５．選定の経緯  
 ●公募・非公募の別 公募  
 ●募集要項の配布 平成２４年７月 ２日～８月 ３日  
 ●現地施設説明会 平成２４年７月２４日  
 ●応募受付期間  平成２４年８月 ２日～８月１７日  
 ●選定審査会  
  （第１回）平成２４年 ６月１９日 ・審査手順の確認  

・対象施設の現地視察  
  （第２回）平成２４年 ７月２７日 ・審査手順の決定  
  （第３回）平成２４年 ９月２８日 ・審査票の決定  

・第１次審査（書類）  
・第１次審査通過団体の決定  

  （第４回）平成２４年１０月１９日 ・第２次審査（面接 ) 
・総合審査（候補者の選定）  

 
●答申 平成２４年１１月２日  

 ●指定議案提出  平成２４年１１月２２日  
（平成２４年第４回白井市議会定例会）  

 ●指定議案の議決 平成２４年１２月１８日  
 ●指定告示    平成２５年１月８日  
 
６．応募団体数 ２団体  
 
７．指定管理者選定審査会の選定審査表 別添答申書のとおり



白井市障害者支援センターの指定管理者の指定について  
 
 白井市障害者支援センターの設置及び管理に関する条例第９条第１項の

規定に基づき、下記のとおり白井市障害者支援センターの指定管理者を指

定しました。  
 
１．公の施設の名称等  
  施設名：白井市障害者支援センター  
  所在地：白井市南山１丁目８番１号  
 
２．指定管理者となる団体  
  団体名：ＮＰО法人 フラット 

理事長 林 晃弘 

  所在地：白井市根２００番地３７ 
 
３．指定の期間  
  平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで  
 
４．選定理由  

 指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の運営実績によ
り選定  

 
５．選定の経緯  
 ●公募・非公募の別 非公募（１者指名）  
 ●申請取扱要項の配布 平成２４年７月５日～７月１１日  
 ●申請受付      平成２４年８月７日まで  

●選定審査会  
  （第１回）平成２４年 ６月１９日 ・審査手順の確認  

・対象施設の現地視察  
  （第２回）平成２４年 ７月２７日 ・審査手順の決定  
  （第３回）平成２４年 ９月２１日 ・審査票の決定  

・第１次審査（書類・面接）  
・総合審査（候補者の選定）  
 

●答申 平成２４年１１月２日  
 ●指定議案提出  平成２４年１１月２２日  

（平成２４年第４回白井市議会定例会）  
 ●指定議案の議決 平成２４年１２月１８日  
 ●指定告示    平成２５年１月４日  
 
６．申請団体数 １団体  
 
７．指定管理者選定審査会の選定審査票 別添答申書のとおり  



白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター及び  
白井市福祉作業所の指定管理者の指定について  

 
 白井市青少年女性センターの設置及び管理に関する条例第１１条第１項、

白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例第１１条第１項及び

白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例第１１条第１項の規定に基

づき、下記のとおり白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター

及び白井市福祉作業所の指定管理者を指定しました。  
 
１．公の施設の名称等  

施設名：白井市青少年女性センター  
白井市老人福祉センター  
白井市福祉作業所  

 所在地：白井市清戸７６６番地の１  
 
２．指定管理者となる団体  
  団体名：社会福祉法人 白井市社会福祉協議会  
       会長 岩本 忠司  
  所在地：白井市復１１２３番地  
 
３．指定の期間  
  平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで  
 
４．選定理由  
  指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績

により選定  
 
 
５．選定の経緯  
 ●公募・非公募の別 非公募（１者指名）  
 ●申請取扱要項の配布 平成２４年７月９日  
 ●申請受付      平成２４年７月２７日～８月３日  

●選定審査会  
  （第１回）平成２４年 ６月１９日 ・審査手順の確認  

・対象施設の現地視察  
  （第２回）平成２４年 ７月２７日 ・審査手順の決定  
  （第３回）平成２４年 ８月３１日 ・審査票の決定  

・第１次審査（書類・面接）  
・総合審査（候補者の選定）  

●答申 平成２４年１１月２日  
 ●指定議案提出  平成２４年１１月２２日  

（平成２４年第４回白井市議会定例会）  
 ●指定議案の議決 平成２４年１２月１８日  
 ●指定告示    平成２５年１月８日  
 
６．申請団体数 １団体  
 
７．指定管理者選定審査会の選定審査票 別添答申書のとおり  


